
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tax Analysis 
 

ロイヤルティの自主納税申告に関す
る新規定 
 
税関総署公告 2019年第 20号（「新しい税関監督管理方式の導入に関する公告」、
以下「20号公告」1）により、ロイヤルティに関する取引後の課税につき相応の監督管理
方式（「ロイヤルティに関する事後徴税」——監督管理コード：9500）が導入されたこと
を受け、中国税関は 2019年 3月 27日に、ロイヤルティに係る税関納税申告手続に関
する公告（税関総署公告 2019年第 58号、以下「58号公告」）を公布した。税関の
規定により課税価格に算入すべきロイヤルティ、いわゆる課税ロイヤルティに対して、通関申
告書への記入を通じて税金を自主申告・自主納付する方法が、58号公告により初めて
導入された。58号公告は 2019年 5月 1日から施行される。 

 
公告の背景 
 
税関による課税価格査定の関連規定では、国内の買主が直接又は間接に国外の売主又
はその関係者に支払う「輸入貨物について現実に支払われた又は支払われるべき価格
（現実支払価格）に含まれていないロイヤルティ」は、「輸入貨物と関係するものであり、か
つ当該貨物を中国国内で販売するための条件となる」場合には、輸入貨物の課税価格に
算入しなければならないと定められている。  
 
近年、税関はロイヤルティに対する監督管理を強化するための規定を相次ぎ打ち出してい
る。しかしながら現行の実務においては、ロイヤルティに関する税関申告は通常、税関による
取引後の課税の形式で行われている。また、一般的な商慣習において、ロイヤルティは輸入
貨物の価格に含まれず、貨物の輸入に伴い支払われるものではない。従って、現行の税関
監督管理システムに、商慣習を踏まえた統一基準の「ロイヤルティの自主申告に対する監督
管理体制」はこれまで確立されていなかったが、58号公告はこの現状の改善に寄与すること
が期待される。58号公告では、20号公告と同様の概念に基づき、課税ロイヤルティの支払
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時点を輸入貨物の申告前と申告後に区分し、それぞれの場合における詳細な申告手続が
規定されている。申告後に支払うロイヤルティについては、専用の申告表が設けられた。ま
た、通関申告書における「ロイヤルティ支払の確認」の記入欄に関する説明事項を修正し、
規定通りに記入されなかった場合における事後の取扱が明確化された。 
 
ハイライト 
 
適用範囲―「ロイヤルティ」 
 
58号公告は、課税ロイヤルティの申告・納付にのみ適用される。輸入貨物の現実支払価
格に含まれていない課税価格加算項目のうち、ロイヤルティ以外のもの（例：コミッション・
仲介手数料・容器代・梱包材費・包装役務費・協力費・転売収益等）は、58号公告の
規定の適用対象外であるため、従来の規定に従って税関申告を行う。 
 
中華⼈⺠共和国税関輸⼊出貨物課税価格査定弁法（税関総署 213号令、以下「価
格査定弁法」）では、「ロイヤルティとは、輸入貨物の買主が特許権・商標権・ノウハウ・著
作権・頒布権・販売権に関する知的財産権の権利者及び権利者の有効な授権者の許諾
又は譲渡を取得するために支払う費用をいう」と定義されている。価格査定弁法の関連規
定により、ロイヤルティが輸入貨物と関係するものであり、かつその支払が当該貨物の中国
国内での販売条件に該当する場合には、当該ロイヤルティは輸入貨物の課税価格に算入
しなければならない。 
 
留意点として、定義上、関税評価における「ロイヤルティ」と、その他の租税法体系における
「ロイヤルティ」との間に一定の差異が生じることが挙げられる。「企業所得税法」においては、
「ロイヤルティ収入」は「企業が特許権・ノウハウ・商標権・著作権等を提供することで得る収
入」と定義づけられている。また、中国と他国との間で締結された一部の租税条約において
は、「動産のリース料、技術許諾に関わる技術サポート費・技術指導費」もロイヤルティの範
疇として定められている。一見すれば同一の表現であっても、異なる法体系における定義に
差異が生じる場合がある。企業は当該留意点を念頭に、輸入申告に際して、関連規定に
基づき、自身の支払う費用が関税評価上の「ロイヤルティ」に該当するか否かについて確認
することが推奨される。その結果に基づき、当該費用を輸入貨物の課税価格に算入すべき
か否かを判断する必要がある。 
 
記入方法―「ロイヤルティ支払の確認」  
 
2016年 3月から、中国税関により通関申告書上に「ロイヤルティ支払の確認」の記入欄が
新たに追加された。58号公告の実施前後における当該記入欄の記入方法の変更点は下
記の通りである。 
 

58号公告の実施前 
 

58号公告の実施後 

「価格査定弁法」第 11条・第 13条の規
定に基づき、買主が直接または間接に売主
またはその関係者に支払う「輸入貨物に関
係し、かつその現実支払価格に含まれてい
ないロイヤルティ」の有無を確認し、記入す
る。 
 
（注：「価格査定弁法」第 11条は、課税価格
に算入すべきロイヤルティの判定に関する規定であ
る。第 13条は、ロイヤルティと輸入貨物の関係
性の判断に関する規定である。） 

「価格査定弁法」第 11条・第 13条・第
14条の規定に基づき、課税ロイヤルティの
有無を確認し、記入する。輸出貨物・加工
貿易貨物・保税監督管理下に置かれた貨
物（国内販売に転用するものを除く）は記
入対象外である。 
 
（注：「価格査定弁法」第 14条は、ロイヤルテ
ィの支払が輸入貨物を中国国内に販売する条件
となるか否かの判断に関する規定である。） 

 
 
 

 
For more information, please contact： 
 
Customs & Global Trade National  
Leader /Northern China 
Beijing  
Yi Zhou  
Partner 
Tel：+86 10 8520 7512 
Email：jchow@deloitte.com.cn 
 
Indirect Tax  
National Leader 
Hong Kong  
Sarah Chin 
Partner 
Tel：+852 2852 6440 
Email：sachin@deloitte.com.hk 
 
Eastern China 
Shanghai 
Liqun Gao 
Partner 
Tel：+86 21 6141 1053 
Email：ligao@deloitte.com.cn 
 
Southern China 
Guangzhou 
 Janet Zhang 
Partner 
Tel：+86 20 2831 1212 
Email：jazhang@deloitte.com.cn 
 
Western China 
Chongqing 
Frank Tang 
Partner 
Tel：+86 23 8823 1208 
Email：ftang@deloitte.com.cn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jchow@deloitte.com.cn
mailto:sachin@deloitte.com.hk
mailto:ligao@deloitte.com.cn
mailto:jazhang@deloitte.com.cn
mailto:ftang@deloitte.com.cn


58号公告の実施前（続） 
 

58号公告の実施後（続） 

買主が直接または間接に売主またはその関
係者に支払う「輸入貨物に関係し、かつその
現実支払価格に含まれていないロイヤルテ
ィ」が存在し、かつ 13条に定められた状況に
合致する場合、「ロイヤルティ支払の確認」の
記入欄に「はい」と記入する。 
 
買主が直接または間接に売主またはその関
係者に支払う「輸入貨物に関係し、かつその
現実支払価格に含まれていないロイヤルテ
ィ」が存在するが、13条に定められた状況に
合致するか否かについて納税義務者が確認
できない場合、「ロイヤルティ支払の確認」の
記入欄に「はい」と記入する。 
 
買主が直接または間接に売主またはその関
係者に支払う「輸入貨物に関係し、かつその
現実支払価格に含まれていないロイヤルテ
ィ」が存在するが、納税義務者が 13条の規
定に基づき、ロイヤルティが輸入貨物に関係
しないと確認した場合、「ロイヤルティ支払の
確認」の記入欄に「いいえ」と記入する。 
 
買主が直接または間接に売主またはその関
係者に支払うロイヤルティが存在せず、ある
いはそのようなロイヤルティが存在するが、す
でに輸入貨物の現実支払価格に含まれて
いる場合、「ロイヤルティ支払の確認」の記入
欄に「いいえ」と記入する。 

買主が直接または間接に売主またはその関
係者に支払うロイヤルティが存在する場合、
当該ロイヤルティが輸入貨物の現実支払価
格に含まれているか否かに関わらず、「ロイヤ
ルティ支払の確認」の記入欄に「はい」と記
入する。 
 
買主が直接または間接に売主またはその関
係者に支払うロイヤルティが存在しない場
合、「ロイヤルティ支払の確認」の記入欄に
「いいえ」と記入する。 

 
上記の通り、現行の記入方法（58号公告の実施前）はロイヤルティと輸入貨物の関係
性の判断に重点を置くものであり、その判断結果はロイヤルティが課税対象であるか否かの
結論に直結するものではなかった。理論上、ロイヤルティが輸入貨物に関係するものであって
も、その支払が輸入貨物の中国国内での販売条件に該当しない限り、そのロイヤルティは、
輸入貨物の課税価格に算入されない。 
 
しかし、58号公告の実施以降、買主はロイヤルティが課税対象であるか否かについて判断
し、記入することが要求される。つまり、輸入側にはロイヤルティと輸入貨物の関係性の判断
に加えて、ロイヤルティの支払が輸入貨物の中国国内での販売条件に該当するか否かに関
する判断も求められる。実務上、その判断は、論争の焦点になる可能性が高いと考えられ
る。 
 
また、現行の規定においては、「輸入貨物の実際の支払価格に含まれないロイヤルティ」の確
認のみが要求され、輸入貨物の実際の支払価格にロイヤルティが含まれる場合、買主は記
入欄に直接「いいえ」と記入する。一方、58号公告においては、ロイヤルティの支払がある場
合、輸入貨物の実際の支払価格に含まれているか否かに関わらず、買主はその納税義務
について判断し、記入する必要がある。すなわち、買主は輸入貨物の実際の支払価格に含
まれるロイヤルティについても、その納税義務を判断し、記入することが求められる。 
 
この記入方法の大幅な変更により、各関係企業は、新しい記入方法に基づいた「ロイヤルテ
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ィ支払の確認」の記入内容について早期に評価・確認を行い、調整の必要性について検討
することが推奨される。 
 
課税ロイヤルティの自主申告 
 
課税ロイヤルティが輸入貨物の通関申告時点で支払われているか否かに応じ、その自主申告手続は下記の 2種類に区分される。 
  
A. 輸入貨物の通関申告時点で、課税ロイヤルティが既に支払われている 
 
納税義務者は、既に支払った課税ロイヤルティの金額を通関申告書の「雑費」欄に記入するが、その金額は「総額」には算入しない。（申
告フローの詳細は下図の通り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. 輸入貨物の通関申告時点で、課税ロイヤルティがまだ支払われていない 
 
納税義務者は、ロイヤルティを支払った都度、30日以内に「監督管理コード：9500」を用いて税関に納税申告手続を行い、かつ「課税
ロイヤルティ申告表」に記入する。（申告フローの詳細は下図の通り） 
 

 
 
実務上、大部分のロイヤルティは貨物の輸入後に支払われる。そのため、納税義務者は、輸入貨物とは別々に申告される課税ロイヤル
ティに関する具体的な要求に留意する必要がある。 
 
申告期限——ロイヤルティを支払った都度、30日以内 
 
通関申告書の記入——課税ロイヤルティの別途申告に際して、納税者は、「監督管理コード：9500」の通関申告書に、下記の内容を
記入する必要がある。 

• 商品名：課税ロイヤルティに関係する輸入貨物の名称 
• 品目コード：課税ロイヤルティに関係する輸入貨物の品目コード 
• 法定数量：「0.1」と記入する 
• 総額：課税ロイヤルティの支払金額 
• 総重量/正味重量：「1」と記入する 

 
「課税ロイヤルティ申告表」及びその他書類——納税義務者は「課税ロイヤルティ申告表」に記入し、下記の書類及び情報を提供する

1. ロイヤルティに関する納税義務を確認する 

2. 貨物を輸入する前に、ロイヤルティを支払う 

3. 輸入貨物の通関申告書における「ロイヤルティ支払の確認」の
記入欄に「はい」と記入する 

4. 輸入貨物の通関申告書における「雑費」欄にロイヤルティの支払
金額を記入する 

1. ロイヤルティに関する納税義務を確認する 

2. 輸入貨物の通関申告書における「ロイヤルティ支払の確認」の
記入欄に「はい」と記入する 

3. 輸入貨物の通関後、ロイヤルティを支払う 

4. ロイヤルティの支払から 30日以内に、通関申告書を用いて、
ロイヤルティを別途申告する 



必要がある。 
• 課税ロイヤルティに関係する輸入貨物の通関申告書番号 
• ロイヤルティに関する契約書・協議書・発票・支払証憑 
• 税務当局から取得した源泉徴収税額の完納証明書 
• 「価格査定弁法」第 13条・第 14条の規定に基づき、「当該ロイヤルティと輸入貨物との関係性の有無」、「ロイヤルティの支

払が輸入貨物の中国国内での販売条件に該当するか否か」に係る説明文書 
 
上記シナリオ Bの場合、課税ロイヤルティは輸入貨物とは別々の申告手続を行うため、ロイヤルティ申告の記入内容には、ロイヤルティに
関係する輸入貨物の申告情報（例：輸入貨物の品目コード・輸入貨物の通関申告書番号）が多く含まれている。実務上、ロイヤルテ
ィとそれに対応する輸入貨物の物流情報を合致させることは容易ではなく、また、課税ロイヤルティの按分計算における統一基準は確立
されていない状況である。このような状況を鑑みると、納税申告のコンプライアンスに関して、企業に大きなチャレンジをもたらすことが予想さ
れる。 
 
課税ロイヤルティの申告に適用される税率及び為替レート 
 
輸入貨物の通関申告時点で既に支払われたロイヤルティに対して、税関は、輸入貨物の通関申告を受理した日における輸入貨物への
適用税率及び為替レートに基づき、税金を算出し徴収する。 
 
輸入貨物の通関申告時点でまだ支払われていないロイヤルティに対して、税関は、課税ロイヤルティの納税申告を受理した日における輸
入貨物への適用税率及び為替レートに基づき、税金を算出し徴収する。 
 
貿易実務においては、上記シナリオ Bのように、貨物を数回に分割して輸入し、かつ貨物の輸入と並行してロイヤルティの後払いを行う企
業は多く存在する。それらの企業では、各々の貨物輸入とロイヤルティの支払との関連性の判断、及び対応する貨物の輸入日等の確認
に基づいた課税ロイヤルティの適用税率の判断において、困難が生じていた。そのため、58号公告では「課税ロイヤルティの納税申告を受
理した日における輸入貨物への適用税率及び為替レートに基づき、税金を算出し徴収する」ことが明確に規定された。これにより、納税義
務者による判断及び実行が容易になると同時に、全国各地の税関による法執行の統一が促進されると考えられる。 
 
延滞金の徴収及び減免 
 
58号公告では、「納税義務者が課税ロイヤルティの納税申告を行わなかった、又は期限内納税申告を行わなかったことにより、税金の
徴収漏れまたは過少納付が生じた場合には、税関は延滞金を請求することができる」ことが初めて明確に規定された。具体的には、下記
2つの状況に区分される。 
 

• 納税義務者が「ロイヤルティ支払の確認」について規定通りに申告しなかったことにより、税金の徴収漏れまたは過少納付が生じ
た場合、税関は、税金納付または貨物通関の日から規定違反行為が発覚した日まで、1日あたり、徴収漏れまたは過少納付
税金額の 1万分の 5（0.05％）相当額の延滞金を追徴することができる。 

 
• 納税義務者が「ロイヤルティ支払の確認」について規定通りに申告したが、課税ロイヤルティに係る期限内納税申告を規定通り

に行わなかったことにより、税金の徴収漏れまたは過少納付が生じた場合、税関は、申告期限が到来した日から納税申告を行
った日、又は規定違反行為の発覚日まで、1日あたり、徴収漏れまたは過少納付税金額の 1万分の 5（0.05％）相当額の
延滞金を追徴することができる。 
 

例： 
 
A社は、2019年 5月 1日に貨物を輸入し、税金を納付した後、その貨物が税関を通過した。当該輸入貨物は課税ロイヤルティに関係
するにもかかわらず、A社は輸入貨物の通関申告書における「ロイヤルティ支払の確認」の記入欄には「いいえ」と記入した。その後、A社
は 2019年 10月 10日に、国外の売主に当該輸入貨物に係るロイヤルティを支払った。2019年 12月 30日に、税関より、A社は規
定通りにロイヤルティを申告しなかったため、税金の徴収漏れ、又は過少納付が生じていることを指摘された。この場合、税関は 2019年
5月 1日から 2019年 12月 30日までの期間に対して、1日あたり、徴収漏れまたは過少納付税金額の 1万分の 5（0.05％）相当
額の延滞金を A社より追徴することができる。 
 
B社は 2019年 5月 1日に課税ロイヤルティに関係する貨物を輸入し、輸入貨物の通関申告書における「ロイヤルティ支払の確認」の
記入欄に「はい」と記入した。その後、B社は 2019年 10月 10日に、国外の売主に関連のロイヤルティを支払ったが、課税ロイヤルティ
の納税申告を行わなかった。2019年 12月 30日に、税関より、B社は規定通りにロイヤルティを申告しなかったため、税金の徴収漏れ、
又は過少納付が生じていることを指摘された。この場合、税関は 2019年 10月 10日から起算して 30日後の申告期限の到来日から
2019年 12月 30日までの期間に対して、1日あたり、徴収漏れまたは過少納付税金額の 1万分の 5（0.05％）相当額の延滞金を



B社より追徴することができる。 
 
現行の規定では、ロイヤルティの申告を期限通りに行わなかったことによる税金の徴収漏れ、又は過少納付が生じた場合における延滞金
の徴収に関する取扱は定められていない。実務上、ロイヤルティを輸入貨物の課税価格に算入すべきか否かの判断は、高度な専門的な
判断が要求されることから、税関は通常、これに関連する税額の追徴に伴う延滞金の徴収を行うことはなかった。しかしながら 58号公告
により、納税義務者に対するコンプライアンス上の要求が高まるため、輸入段階の納税義務者は専門的な判断に必要な予備知識がより
必須となる。また、貿易の重要な時点である貨物の輸入時点または期限内（課税ロイヤルティの支払から 30日以内）に、適時に正し
い納税申告を行うことで、多額の延滞金の発生を回避することができる。なお、延滞金の徴収リスクがある場合、納税義務者は自主開
示を通じた延滞金の減免申請を積極的に検討することも推奨される。 
 
移転価格リスクを踏まえた総合的なアレンジの検討 
 
企業はロイヤルティの納税申告について、関税の観点のみならず、移転価格の観点からも潜在的なリスクについて考察することが推奨され
る。近年、中国の税務当局は企業の国外関連者向けサービス費及びロイヤルティの支払いに対する移転価格の監督管理を強化してお
り、国家税務総局からは既に複数の通達が公布されている2。国家税務総局は 2012年 10月に、「国連による発展途上国のための移
転価格マニュアル」において「China  Country  Practices」の章を公表し、ロイヤルティに関する移転価格の実務上の見解を発表した。そ
の中で、「国内子会社が 10年連続で、固定料率に基づき国外関連者にロイヤルティを支払うアレンジに対しては、“技術革新の状況に
応じて固定料率を見直すことの必要性”及び“国内子会社の無形資産への寄与度に基づき相応の利益を得る必要性”などについて、考
慮すべきである」と指摘した。最近の移転価格調査において、「国外関連者による無形資産の価値創出への貢献」・「赤字企業によるロ
イヤルティの対外支払」・「無形資産の法的所有権のみを有し、その価値の創出に寄与しないタックスヘイブン会社あるいは低税率国会
社へのロイヤルティ支払」等は税務当局に注目されている。 
 
58号公告の公布は、企業が取引アレンジや取引モデルを見直す契機となることが予想される。例えば、国内子会社が国外親会社から
完成品を仕入れ再販売する場合、ブランドに関するロイヤルティを製品の輸入価格に含めずに別途支払うアレンジを取るか、製品の輸入
価格に含めて回収するアレンジを取るかで、ビジネスモデルとそれに関連する税務処理が異なる。企業は、事業目的及び経済実質の観
点から、ロイヤルティ支払の必要性と合理性について分析する必要がある。具体的には、下記の措置が考えられる。 
 

• ロイヤルティに関する経済的実質を考察し、二重支払の有無を確認すること 
• ロイヤルティの支払に起因する源泉所得税関連の影響について分析すること 
• ロイヤルティに関する価格設定ポリシーを評価し、ビジネス環境や機能・リスクの変化に応じて、価格設定ポリシーを調整する必
要性について分析すること 

 
 
コメント 
 
58号公告により、「ロイヤルティの支払の確認」の記入に関する事項が更に明確となり、ロイヤルティの自主納税申告手続が規範化され
た。しかしながら、実務上、ロイヤルティの性質に関する判断及びその金額の算出において、税関と企業との間で論争が発生する可能性
は高く、58号公告の要求に基づいて、規定された期限内に課税ロイヤルティの納税申告を行う際、一定のチャレンジが存在することが思
慮される。 
 
特筆すべき点として、一部の企業の課税ロイヤルティに対して採用されている、税関査察・税関の関税評価部署による調査・関税評価を
経て、監督管理コード「9700」（原始通関申告書のない事後徴税）を用いて事後徴税を行う、従来より⻑く行われている実務上の慣
習が挙げられる。当該徴税方法は、58号公告の施行によっても未だ廃止されていないため、企業は今後どのような方法でロイヤルティの
納税申告を行うべきか、適時に税関とコミュニケーションを取る必要がある。 
 
58号公告の公布により、各企業は税関監督管理及び移転価格税制の観点から、以下の措置を取ることが推奨される。 
 

• 新政策による影響に十分に留意すること——ロイヤルティに係る適時・正確な納税申告手続を完全に遂行するため、58号公
告の規定の内容を全面的にかつ詳細に分析し、課税ロイヤルティの納税申告に関する各事項を十分に理解する必要がある。
その上で、物流・通関・財務・税務等の社内部門との情報共有を図ることで、税関の規定通りに手続を行い、必要に応じ、専
門機構に協力を求めることが推奨される。 

                                                
2 「多額の費用の対外支払に対する租税回避防止調査に関する通知」（税総弁発[2014]146号）、「企業による国外関連者向けの費用支払に関する企業所
得税の問題についての公告」（国家税務総局公告 2015年第 16号）、「『特別納税調査調整及び相互協議手続管理弁法』の公布に関する公告」（国家税
務総局公告 2017年第 6号）等を含む。  



 
• 権利・許諾関係の現行アレンジを定期的に確認すること——課税ロイヤルティの納税申告のコンプライアンスを確保するため、
権利・許諾関係の現行のアレンジに基づき、ロイヤルティに係る納税義務を判断するための十分な技術力と相応の補助資料を
整備することが必要である。企業は、ロイヤルティの支払対象とその実質について整理し、関連費用に係る課税リスクについて評
価することが推奨される。その為、国外のロイヤルティの支払先との定期的なコミュニケーション、非貿易項目に関する支払の性
質・合理的な区分、関連者間取引の価格設定方針に基づいた輸入貨物・契約文書・技術資料・報酬計算方法等の十分な
確認が必要である。 
 

• 関税評価に係る事前教示制度を積極的に使用すること——関税評価に係る事前教示制度により、企業にはロイヤルティのア
レンジについて税関に事前教示を求める権利が一定の条件の下で与えられている。課税ロイヤルティに対する納税申告の漏れ
や遅延を回避するために、関税評価の判断上で大きな不確実性を有するロイヤルティのアレンジ、または現行アレンジに対する
大きな調整に対して、関税評価の事前教示を税関に求めることができる。関連の契約書や資料を税関に提供し、十分なコミュ
ニケーションを図ることが推奨される。 
 

• 専門的な観点から関税評価について税関と意思疎通を図ること——ロイヤルティに関する納税義務の判断は、企業の判断に
関する主張、及び税関に理解してもらうための努力が必要不可欠である。企業は、権利・許諾関係の現行のアレンジを十分に
評価した上で、専門的判断の下で関税評価について税関と意思疎通を図り、双方の主張とその根拠を示し、平等・公平に意
見交換を行うことで合意を得る必要がある。 
 

• 自主開示政策を活用すること——企業による定期的な確認の結果、ロイヤルティに係る納税義務の判断ミス、及びそれに起
因する申告漏れ・申告遅延・申告誤り等が生じていることが判明した場合、所轄税関の査察部門に自主開示を行い、税金の
追徴に協力的な姿勢を示すことで、延滞金と処罰の軽減、及び税関による企業信用等級の格下げを回避することが推奨され
る。 
 

• 移転価格上のコンプライアンス要求も考慮に入れること——関連ロイヤルティ取引のサポート資料（取引プロセス・法律文書・
取引金額及び価格設定方針等の資料を含む）の整備を行い、無形資産の法的所有権と経済的所有権の状況を確認し、
取引の各当事者による無形資産の価値創造への寄与度に関する証拠資料を用意することが推奨される。 
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